
１
月
１
日
～
１２
月
３１
日
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
、
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保

険
料
を
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
が
必
要
で
す
。
平
成
２４
年

１
月
１
日
～
９
月
３０
日
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、

１１
月
上
旬
ま
で
に
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
を
日
本
年
金
機
構
本
部
か
ら

郵
送
し
ま
す
。
年
末
調
整
・
確
定

申
告
の
際
に
、
同
証
明
書
か
領
収

証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
同
年
１０
月
１
日
以
降
に

今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人
に
は
、
平
成
２５
年
２

月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
社
会
保

険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
納
付
し
た
家
族
分
の
控
除

証
明
書
を
添
え
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

▼
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
１
１
７

〈
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
は
☎

０３
・
６
７
０
０
・
１
１
３
０
〉）

▼
京
都
南
年
金
事
務
所
（
☎

０
７
５
・
６
４
３
・
２
５
４
７
）
▼

市
民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
３
）

消
防
署
は
、
普
通
救
命
講

習
を
開
き
ま
す
。

大
切
な
人
の
命
を
救
う
た

め
、
積
極
的
に
受
講
し
ま
し

ょ
う
。

日
時
＝
１２
月
１
日
㈯
午
前

９
時
～
正
午

場
所
＝
消
防
署
北
部
分
署

内
容
＝
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）
を
使
っ
た

心
肺
蘇
生
法
・
止
血
法
な
ど

の
講
習
。
一
定
レ
ベ
ル
以
上

の
技
術
を
習
得
し
た
人
に
は

修
了
証
を
発
行
し
ま
す

定
員
＝
先
着
１０
人

費
用
＝
無
料

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
１１
月
３０
日
㈮

申
込
・
問
合
せ
先
＝
▼
消

防
署
（
☎
６３
・
１
１
２
５
）

▼
消
防
署
北
部
分
署
（
☎

６５
・
０
１
１
９
）

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ

り
、
７
～
９
月
に
市
役
所
庁
舎

で
行
っ
た
節
電
の
結
果
、
平
成

２２
年
度
に
比
べ
、
電
力
使
用
量

を
平
均
１６
・
６
％
削
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
（
＝
下
表
）。
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市は、行政情報や市の歴史・
観光などの地域情報を掲載し
た「京田辺市くらしの便利帳
2013」の発行を平成 25 年 3 月
に予定しています。

この事業は、 ㈱サイネックス
との官民協働事業で、市が行政
情報を提供し、同社が広告の募
集、便利帳の編集・デザイン・

製作・市内全戸配布を行います。
今回は、平成 22 年に発行し

た同便利帳の改訂版で、より身
近な情報源としてもらうため、
パソコンやスマートフォンなど
で利用できる電子書籍版も新た
に発行します。

今月から、同便利帳の発行費
用となる有料広告を募集するた

め、同社が市内の商店や事業所
などを訪問しますので、広告掲
載へのご協力をお願いします。

広告の募集・掲載などは、㈱
サイネックスへお問い合わせく
ださい。

なお、広告の掲載には、市の
広告掲載基準に基づき事前審査
を行います。
【冊子の規格・発行部数】
規格＝ A4 判（4 色カラー印

刷）、約 130 ページ
発行部数＝ 3 万部
【問合せ先】
▼市長公室（☎ 64-1320）▼

㈱サイネックス（☎ 075-315-
0085）

市
は
、
１１
月
１
日
か
ら
４
種

混
合
ワ
ク
チ
ン
を
始
め
ま
す
。

同
ワ
ク
チ
ン
は
、
３
種
混
合

（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
せ
き
・

破
傷
風
）
と
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ

ク
チ
ン
を
混
合
し
た
も
の
で

す
。
８
月
以
降
に
生
ま
れ
た
子

に
は
、
随
時
案
内
を
郵
送
し
ま

す
。【

接
種
場
所
】

委
託
医
療
機
関

く
わ
し
く
は
郵
送
す
る
案
内

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

生
後
３
カ
月
以
上
７
歳
６
カ

月
未
満
で
、
３
種
混
合
・
ポ
リ

オ
ワ
ク
チ
ン
を
未
接
種
の
子
ど

も
な
お
、
す
で
に
３
種
混
合
・

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て

い
る
場
合
は
、
同
ワ
ク
チ
ン
を

最
後
ま
で
接
種
し
て
く
だ
さ

い
。【

問
合
せ
先
】

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
６４
・

１
３
７
７
）

市
は
、
市
内
保
育
所
（
園
）
の
平

成
２５
年
４
月
入
所
希
望
者
を
受
け
付

け
ま
す
。
保
育
所
（
園
）
や
児
童
の

年
齢
に
よ
っ
て
は
、
希
望
ど
お
り
入

所
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
】

児
童
・
保
護
者
共
に
本
市
に
在
住
・

住
民
登
録
し
、
同
居
の
親
族
（
６５
歳

未
満
）
な
ど
も
保
育
で
き
な
い
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
護
者
の

世
帯▼

日
中
、
就
労
し
て
い
る
（
家
事

を
除
く
）
▼
母
親
が
産
前
産
後
▼
病

気
・
障
が
い
が
あ
る
▼
長
期
療
養
中

の
患
者
・
障
が
い
者
（
児
）
を
介
護

し
て
い
る
▼
死
亡
・
行
方
不
明
・
拘

禁
な
ど
で
い
な
い

【
申
込
用
紙
の
配
布
場
所
・
日
時
】

こ
ど
も
福
祉
課
＝
１２
月
３
日
㈪
か

ら
、
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５

分
各
保
育
所
（
園
）
＝
１２
月
３
日
㈪

～
７
日
㈮
午
前
９
時
～
午
後
５
時
１５

分
い
ず
れ
も
、
正
午
～
午
後
１
時
、

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
１２
月
３１
日
㈪

～
平
成
２５
年
１
月
３
日
㈭
を
除
き
ま

す
。【

受
付
日
時
・
場
所
】

下
表
の
と
お
り
。
入
所
を
希
望
す

る
児
童
と
共
に
来
所
（
園
）
し
て
く

だ
さ
い
。
期
間
中
に
来
所
（
園
）
で

き
な
い
場
合
は
、
平
成
２５
年
１
月
７

日
㈪
～
１６
日
㈬
に
こ
ど
も
福
祉
課
で

受
け
付
け
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
６４
・

１
３
７
６
）

教育委員会は、冬休みに留
守家庭児童会へ入会を希望す
る児童の申し込みを受け付け
ます。
【対象】
市立小学校の 1 ～ 4 年生

で、開設期間に保護者が仕事
などで保育する人がいない家
庭の児童
【開設期間】
12 月 18 日㈫～平成 25 年

1 月 9 日㈬
日曜日・祝日、12 月 29 日

㈯～同 25 年 1 月 3 日㈭を除
きます。
【開設時間】
▼短縮授業期間＝放課後～

午後 6 時 30 分
▼平日＝午前 8 時～午後 6

時 30 分
▼土曜日＝午前 8 時～午後

5 時 30 分
【募集する留守家庭児童
会】

田辺東・草内・大住・薪・
松井ケ丘

田辺・桃園・三山木の募集
はありませんが、ほかの留守
家庭児童会へ入会できます。
入会は低学年を優先し、定員
を超えた場合は抽選でほかの
留守家庭児童会への入会とな

ります。この場合、入会期間
は 12 月 22 日㈯～平成 25 年
1 月 5 日㈯です。

すでに在籍している児童の
申し込みは不要です。
【費用】
▼負担金＝ 3,920 円（通学

小学校でない留守家庭児童会
への入会者は 1,960 円）。減
免措置があります

▼スポーツ安全保険料＝
900 円（振込手数料を含む）
【申込方法】
社会教育・スポーツ推進課

か各留守家庭児童会にある申
込書に、保険費用・就労状況
証明書（父母とも必要）など
を添えて申し込んでください

郵送による申し込みはでき
ません。
【受付期間・時間】
11 月 12 日㈪～ 22 日㈭午

前 8 時 30 分 ～ 午 後 5 時 15
分（正午～午後 1 時、土・日
曜日を除く）
【申込・問合せ先】
社会教育・スポーツ推進課

（☎ 64-1394）

消防本部は、市民のみなさ
んに火災予防の意識を高めて
もらうため、秋の火災予防運
動を行います。

秋・冬は空気が乾燥し住宅
火災が起きやすい時期。その
原因には、たばこ・ガスコン
ロ・暖房器具など身近なもの

が多いです。一人ひとりが予
防意識を持ち、大切な命や財
産を守りましょう。
期間＝ 11 月 9 日 ㈮ ～ 15

日㈭
問合せ先＝消防本部（☎

63-7826） 

11 月 12 日㈪から 25 日㈰まで、
全国一斉に女性に対する暴力をな
くす運動が行われます。市は、期
間中、街頭啓発・パネル展を開き
ます。

暴力は決して許されるものでは
ありません。特に配偶者などから
の暴力、性犯罪、買春、セクシュ
アル・ハラスメント、ストーカー
行為など女性に対する暴力は、女
性の人権を著しく侵害します。こ
の機会に、女性に対する暴力につ
いて考え、力を合わせて暴力のな
い社会づくりを進めましょう。

【パネル展】
期間＝ 11 月 12 日㈪～ 22 日㈭

（土・日曜日を除く）
場所＝京田辺市役所 2 階ロビ

ー・女性交流支援ルーム
テーマ＝配偶者暴力防止法、ス

トーカー規制法などについて
問合せ先＝女性交流支援ルーム

（☎ 65-3709）

観光やイベントなどの情報も掲載

見本

猫は室内で飼いまし
ょう。野良猫への無責
任な餌付けは、猫が集
まり、子猫が増え、ふ
んが散乱するなど、近
所にも迷惑になりま
す。猫が敷地内に入っ

て来ないようにする場
合も、猫を傷つける方
法は避けましょう。

猫を好む人も好まな
い人も、地域に不幸な
野良猫を増やさないよ
う、ペットとのより良
い暮らしを考えてみま
しょう。
問合せ先＝環境課

（☎ 64-1366）

女性に対する暴
力根絶のための
シンボルマーク


